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第１章 総論（はじめに） 

 

１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定 

 

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルス

の抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ１０年から４０年

周期で発生している。ほとんどの人が新型ウイルスに対する免疫を獲得していないため、世

界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらす

ことが懸念される。 

 また、新型インフルエンザ以外にも未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強

さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性がある。 

 これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要がある。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「特措法」という。）

は、病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国

民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすること

を目的に、国、地方公共団体、指定地方公共機関、事業所等の責務、新型インフルエンザ等

の発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態措置等の特別の措置を定めたも

のであり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１

１４号。以下「感染症法」という。）等と相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、

新型インフルエンザ等対策の強化を図るものとして制定された。 

 

２ 取組の経緯 

 

 国では、特措法の制定以前から、新型インフルエンザに係る対策について、２００５年（平

成１７年）に、「世界保健機構（WHO）世界インフルエンザ事前対策計画」に準じて、「新

型インフルエンザ対策行動計画」を策定して以来、数次の部分的な改訂を行い、２００８年

（平成２０年）の「感染症法及び検疫法の一部を改正する法律（平成２０年法律３０号）」

で、新型インフルエンザ対策の強化が図られたことを受け、２００９年（平成２１年）２月

に、新型インフルエンザ行動計画を改定した。 

 同年４月に新型インフルエンザ（A／H1N1）がメキシコで確認され、世界的大流行とな

り、我が国でも発生後１年余で約２千万人が罹患したと推計されたが、入院患者数は約１．

８万人、死亡者数は２０３人であり、死亡率は０．１６（人口１０万対）と、諸外国と比較

して低い水準にとどまっていたが、この対策実施を通じて、実際の現場での運用や病原性の

低い場合の対応等について、多くの知見や教訓等が得られた。 

 病原性が季節性並であったこの新型インフルエンザ（A／H1N1）においても、一時的・

地域的に医療資源・物資の逼迫なども見られ、病原性の高い新型インフルエンザ（A／H5N1
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等）が発生し、まん延する場合に備えるため、国においては行動計画を改定するとともにこ

の新型インフルエンザの教訓を踏まえつつ、対策の実効性をより高めるための法制化の検

討を重ね、２０１２年（平成２４年）５月に病原性が高い新型インフルエンザと同様の危険

性のある新感染症も対象とする危機管理の法律として、特措法が制定されるに至った。 

 

３ 行動計画の作成 

 

 町は、特措法第８条の規定により、政府行動計画及び県行動計画に基づき、「湯浅町新型

インフルエンザ等対策行動計画（以下「町行動計画」という。）を作成する。 

 町行動計画には、湯浅町の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関す

る事項、町が実施する措置や体制に関する事項、他の公共団体やその他の関係機関との連携

に関する事項等を定めるものである。 

 

 町行動計画の対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。） 

 

 ・感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症（以下「新型インフルエ

ンザ」という。） 

 ・感染症法第６条第９項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエン

ザと同様に社会的に影響が大きいもの 
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第２章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

 

１ 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な考え方 

 

 新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、その発生そ

のものを阻止することは不可能である。また、世界中のどこかで新型インフルエンザ等が発

生すれば、我が国、そして本町への侵入も避けられないと考えられる。 

 病原性が高くまん延の恐れのある新型インフルエンザ等が万一発生すれば、町民の生命

や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねない。このため、新型インフルエンザ等につい

ては、長期的には町民の多くが罹患するものであるが、患者の発生が一定の期間に偏ってし

まった場合、医療提供のキャパシティを超えてしまうということを念頭に置きつつ、新型イ

ンフルエンザ等対策を町の危機管理に関わる重要な課題と位置づけ、「感染拡大を可能な限

り抑制し、町民の生命及び健康を保護する」こと及び「町民生活及び町民経済に及ぼす影響

が最小となるようにする」ことを主たる目的として対策を講じていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、新型インフルエンザ等の発生に備え、医療体制の整備や、町民からの相談受付の整

備に努める。また、町民の不安を低減し、安心を確保するため、新型インフルエンザ等に関

する情報提供を積極的に行い、パニック防止に努める。 

 新型インフルエンザ等が発生した場合には、積極的に情報収集を行い、国や県、近隣自治

体及び各関係機関等と密接な連携の上、対応にあたる。 
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２ 新型インフルエンザ等対策実施上の留意点 

 

 国、県及び町等は、新型インフルエンザ等の発生に備え、また発生した時に特措法その他

の法令、政府行動計画及びそれぞれの行動計画又は業務計画に基づき、相互に連携協力し、

新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この場合において、次の点

に留意する。 

 

(1) 基本的人権の尊重 

   国、県及び町等は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊

重することとし、検疫のための停留施設の使用、医療関係者への医療等の実施の要請等、

不要不急の外出の自粛等の要請、学校、興行場等の使用制限等の要請等、臨時の医療施

設の開設のための土地等の使用、緊急物資の運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施

に当たって、町民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエ

ンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。 

具体的には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを

前提として、町民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。 

 

(2) 危機管理としての特措法の性格 

   特措法は万一の場合の危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々な措

置を講じることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエンザ等が発

生したとしても、病原性の程度や抗インフルエンザウイルス薬等の対策が有効である

などにより、新型インフルエンザ等緊急事態の措置を講ずる必要がないこともあり得

ると考えられ、どのような場合でもこれらの措置を講じるというものではないことに

留意する。 

 

(3) 関係機関相互の連携協力の確保 

   町対策本部は、政府対策本部及び県対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、新型イ

ンフルエンザ等対策を総合的に推進する。 

 

(4) 記録の作成・保存 

   町は、発生した段階で町対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施に係る

記録を作成、保存し、公表する。 

 

 

 

 



5 

 

３ 新型インフルエンザ等発生時の被害想定等 

 

(1) 新型インフルエンザ等発生時の被害想定 

   新型インフルエンザの「流行規模」は、病原体側の要因（出現した新型インフルエン

ザウイルスの病原性や感染力等）や宿主側の要因（人の免疫の状態等）、社会環境など

多くの要素に左右される。 

   また、病原性についても高いものから低いものまで様々な場合があり得ることから、

その発生時期も含め、事前にこれらを正確に予測することは不可能である。 

   町行動計画の策定に当たっては、有効な対策を考える上で、「被害想定」として国が

推計した流行規模を基に、本町における受診患者数、入院患者数、死亡者数を推計する

と次表のとおりとなり、町行動計画でもこれを参考にする。 

 

《湯浅町内の被害想定》 

 湯 浅 町 和歌山県 全  国 

人口（平成 22 年） 13,210 人 1,002,198 人 127,434,000 人 

罹患患者数（25％） 3,303 人 250,550 人 31,858,500 人 

（アジアインフルエンザ並の致死率 0.53％による推計） 

医療機関受診患者数（上限値） 2,641 人 200,277 人 25,248,351 人 

入院患者数（上限値） 63 人 4,770 人 533,359 人 

死亡者数（上限値） 21 人 1,552 人 167,027 人 

 

設定条件 

  ・人口の２５％が罹患し、流行期間は８週間 

  ・新型インフルエンザワクチン等による介入の効果は考慮しない 

  ・現在の医療体制、衛生状況は考慮しない 

 

(2) 新型インフルエンザ等発生時の社会への影響 

   新型インフルエンザ等による社会への影響の想定には多くの議論があるが、以下の

ような影響が一つの例として想定される。 

 

   ア 町民の２５％が流行期間（約８週間）にピークを作りながら順次罹患する。罹患

者は、１週間から１０日間程度罹患し、欠勤。罹患した従業員の大部分は、一定の

欠勤期間後、治癒し（免疫を得て）職場に復帰する。 

   イ ピーク時（約２週間）に従業員が発症して欠勤する割合は、多く見積もっても

５％程度考えられるが、従業員自身の罹患のほか、むしろ家族の世話や看護等（学

校・保育施設の臨時休業や一部の福祉サービスの縮小、家庭での療養などによる。）
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のため、出勤が困難となる者、不安により出勤しないものがいることを見込み、ピ

ーク時（約２週間）には従業員の最大４０％程度が欠勤するケースが想定される。 
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４ 対策推進のための役割分担 

 

  新型インフルエンザ等対策の推進に当たっては、国、県及び各関係機関と連携した取組

が重要であり以下の体制により、総合的な対策を推進する。 

 

(1) 国 

  新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確か

つ迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型インフルエン

ザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する

責務を有する。 

  新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査・研究の推進

に努めるとともに、WHO（世界保健機関）その他の国際機関等との国際的な連携を確

保し、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める。 

  新型インフルエンザ等の発生時には、政府対策本部において基本的対処方針を決定

する。 

(2) 県 

   県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担って

おり、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、地域医療体制の確保やまん延防止に関

し、的確な判断と対応が求められる。 

   県は、市町村と緊密な連携を図り、市町村における対策実施を支援するとともに広域

での対応が必要な場合には市町村間の調整を図る。 

 

(3) 町 

   「町行動計画」に基づき、新型インフルエンザ等対策の推進及びパンデミックが起こ

った際の対応について、地域医療体制の確保や感染拡大の抑制に関して地域の状況に

応じた判断を行い、国、県等と連携して対策を実施する。 

   また、町は県や近隣市町村と緊密な連携を図りながら、住民に対するワクチン接種や

新型インフルエンザ等発生時の要援護者への生活支援に関し、的確に対策を実施する。 

 

(4) 町内医療機関 

   県からの要請を受け、新型インフルエンザ等を診察するための院内感染対策や必要

となる医療資機材の準備などを推進し、発生時において医療提供を確保できるよう新

型インフルエンザ等患者の診療体制など診療継続計画の策定を進めることが重要であ

る。 

   新型インフルエンザ等の発生時には診療継続計画に基づき、発生状況に応じて新型

インフルエンザ等患者の診療体制の強化を含め、適切な医療を提供するよう努める。 
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(5) 指定（地方）公共機関の役割 

   指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、特措法第３条第

５項に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

(6) 登録事業者 

   特措法第２８条に規定する特定接種の対象となる医療の提供業務又は国民生活及び

国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の発

生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果た

すことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における感染対策の実

施や重要業務の事業継続などの準備を積極的に行うことが重要であるとともに、新型

インフルエンザ等の発生時には、その活動を継続するよう努める。 

 

(7) 一般の事業者 

   事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策

を行うことが求められる。 

   町民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れのある新型インフルエンザ等

の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが望まれる。特に多数

の者が集まる事業を行うものについては、感染防止のための措置の徹底が求められる。 

 

(8) 個人 

   新型インフルエンザ等の発生前は、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時に

とるべき行動などその対策に関する知識を得るとともに、季節性インフルエンザにお

いても行っているマスクの着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の個人レベルでの感

染対策を実践するよう努める。 

   また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品・生活必需品等の備蓄を行うよ

う努める。 

   新型インフルエンザ等の発生時には、発生状況や予防接種など実施されている対策

等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよ

う努める。 
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５ 発生段階ごとの状態 

 

   新型インフルエンザ等対策は、感染の段階に応じてとるべき対応が異なることから、

事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことができるようあ

らかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方針を定め

ておく必要がある。 

   国全体での発生段階の移行については、海外や国内での発生状況を踏まえて、政府対

策本部が決定する。 

   地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、医療提供や感染対策等について、

柔軟に対応する必要があることから、発生段階を「未発生期」、「海外発生期」、「県内未

発生期」、「県内発生早期」、「県内感染期」、「小康期」と定め、その移行については県が

国と協議し判断する。 

   なお、段階の期間は極めて短期間となる可能性があり、また、必ずしも段階どおりに

進行するとは限らないこと、さらには、緊急事態宣言が出された場合には、対策の内容

も変化するということに留意する。 

 

《発生段階》 

発生段階 状 態 国における発生段階 

未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 未発生期 

海外発生期 海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 海外発生期 

県内未発生期 
国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ

等が発生しているが、県内では発生していない状態 

国内発生早期 

 

 

 

国内感染期 

県内発生早期 
県内で新型インフルエンザ等の患者が発生してい

るが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態 

県内感染期 
新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査

で追えなくなった状態 

小康期 
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い

水準でとどまっている状態 

小康期 
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６ 行動計画の主要６項目 

 

  行動計画は、新型インフルエンザ等対策の２つの主たる目的である「感染拡大を可能な

限り抑制し、町民の生命及び健康を保護する」こと及び「町民生活及び町民経済に及ぼす

影響が最小となるようにする」ことを達成するための戦略を実現する具体的な対策につい

ては下記の６項目であり、各項目の横断的な留意点等については(1)から(6)のとおり。 

 

① 実施体制 

② 情報収集と提供 

③ まん延防止に関する措置 

④ 予防接種 

⑤ 医療体制 

⑥ 町民生活及び町民経済の安定確保 

 

(1) 実施体制 

   新型インフルエンザ等は、その病原性が高く感染力が強い場合、多数の町民の生命・

健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会・経済活動の縮小・停滞を招く恐れがあ

り、国家の危機管理の問題として取り組む必要がある。 

   このため町では、国及び県等と相互連携を図り、一体となった取り組みを行うことが

求められる。 

 

ア 湯浅町新型インフルエンザ等連絡会議 

新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が設置された場合は、全庁一体とな

った対策を協力に推進するため、必要に応じて「湯浅町新型インフルエンザ等連絡会

議（以下「町連絡会議」という。）」を開催し、事前準備の進捗確認及び関係課等との

連携確保等を行う。 

なお、本連絡会議は未発生期から海外発生期に必要に応じて開催する。関係課及び

所掌事務については下記のとおり。 

 

 《関係課等》 

  総務課、まちづくり企画課、健康福祉課、住民環境課、税務課、建設課、産業観光課 

出納室、教育委員会、議会事務局、水道事務所、湯浅広川消防組合消防本部 

  

《所掌事務》 

 ・新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び共有化並びに連携強化に関すること 

 ・町行動計画に基づく新型インフルエンザ等の発生に備えた必要な対策に関すること 

 ・その他、対策を実施するために必要なこと 
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イ 湯浅町新型インフルエンザ等危機管理対策本部 

新型インフルエンザ等が国内で発生し、政府対策本部より緊急事態宣言がなされ

た場合には、総合的かつ効果的な対策を協力に推進するため、町長を本部長とする

「湯浅町新型インフルエンザ等危機管理対策本部（以下「町対策本部」という。）」を

設置し、新型インフルエンザ等への対処方針、対策等を決定し、実施する。 

また、国内発生早期以降は、緊急事態宣言がなされていない場合であっても、町は

必要に応じて特措法に基づかない任意の対策本部を設置する。 

なお、町対策本部の体制及び所掌事務については下記のとおり。 

 

 《町対策本部の体制》 

本部長 町長 

副本部長 副町長 

総務企画対策部 

総務課長 

まちづくり企画課長 

会計管理者 

議会事務局長 

湯浅広川消防組合消防本部消防長 

保健福祉対策部 健康福祉課長 

町民生活対策部 

住民環境課長 

税務課長 

総合センター長 

水道事務所長 

産業建設対策部 
産業観光課長 

建設課長 

教育対策部 
教育長 

教育委員会次長 
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《町対策本部の所掌事務》 

部の名称 班の位置 所 掌 事 務 

総務企画対策部 総務班 

 総務課 

 議会事務局 

 出納室 

 湯浅広川消防組合消防本部 

① 対策本部設置及び廃止に関すること 

② 対策本部会議に関すること 

③ 命令決定事項の伝達に関すること 

④ 関係機関への報告、連絡に関すること 

⑤ 職員の動員・派遣要請に関すること 

⑥ 庁舎の対応に関すること 

⑦ 必要車両等の確保及び緊急通行車両

の運用に関すること 

⑧ 町対策本部等の予算措置及び出納に

関すること 

⑨ 緊急時の町内金融機関との連絡調整

に関すること 

⑩ 議員との連絡及び会議に関すること 

⑪ 各班の情報集約及び連絡調整に関す

ること 

⑫ 各班に属さない施設の連絡調整に関

すること 

広報企画班 

 まちづくり企画課 

① 本部長の秘書的業務に関すること 

② 家庭や事務所等への広報に関するこ

と 

③ 報道機関との連絡調整に関すること 

④ ボランティア団体の支援受入れに関

すること 

保健福祉対策部 医療・福祉班 

 健康福祉課 

① 住民対応（健康相談等含む）及び発生

状況の把握に関すること 

② 危機管理対策に関すること 

③ 保健所との連絡調整に関すること 

④ 発生の予防及び拡大防止に関するこ

と 

⑤ 医療体制確保に関すること 

⑥ 医薬品、医療機器等の確保に関するこ

と 

⑦ 医療情報の収集、提供に関すること 

⑧ 医療機関との連絡調整に関すること 
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⑨ 保育所及び福祉施設の連絡調整に関

すること 

⑩ 高齢者独居世帯等の福祉に関するこ

と 

⑪ 要援護世帯の福祉に関すること 

町民生活対策部 衛生班 

 住民環境課 

 総合センター 

 税務課 

① 環境衛生に関すること 

② ごみ、し尿等の廃棄物処理に関するこ

と 

③ 防疫活動に必要な情報収集等に関す

ること 

④ 遺体の処理及び埋葬に関すること 

⑤ 死亡世帯等にかかる納税の猶予に関

すること 

給水班 

 水道事務所 

① 給水の確保に関すること 

産業建設対策部 産業建設班 

 産業観光課 

 建設課 

① 食料の調達及び配給に関すること 

② 緊急時対応物資等の供給に関するこ

と 

③ 家畜等の防疫に関すること 

④ 町内事業所の状況把握及び連絡調整

に関すること 

⑤ 産業・観光施設の連絡調整に関するこ

と 

⑥ 職員、物資の輸送に関すること 

⑦ 移動制限時の交通規制に関すること 
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教育対策部 学校教育・社会教育班 

 教育委員会 

① 教育関係の発生状況の把握及び報告

に関すること 

② 学校職員、児童及び生徒の保健管理に

関すること 

③ 発生時の就園・就学に関すること 

④ 幼稚園、小学校及び中学校との連絡調

整に関すること 

⑤ 学童保育関係機関との連絡調整に関

すること 

⑥ 学校給食等の衛生管理に関すること 

⑦ PTA 等社会教育機関との連絡調整に

関すること 

⑧ 社会教育施設との連絡調整に関する

こと 

 

《本町の実施体制》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯浅町新型インフルエンザ等連絡会議 

町 

国 

県 

保健所 

近隣市町 

有田医師会 関係機関等 

連携 
連携 

連携 連携 

報告 
指示 

湯浅町新型インフルエンザ等危機管理対策本部 
 

【各部】 

総務企画対策部、保健福祉対策部 

町民生活対策部、産業建設対策部、教育対策部 

報告 
指示 
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(2) 情報収集と提供 

  ア 情報収集・提供の目的 

町民生活に重大な影響を及ぼす危機管理上の重要な課題という共通の理解のもと

に、町、国、県、医療機関、事業者、個人の各々が自らの役割を認識し、十分な情報

を基に判断し適切な行動をとるため、対策のすべての段階、分野において、コミュニ

ケーションが必須である。 

また、コミュニケーションは双方向性のものであり、一方向性の情報提供だけでな

く、情報共有や情報の受取手の反応の把握までも含むことに留意する。 

 

イ 発生前における町民等への情報提供 

発生時の危機に対応する情報提供だけでなく、予防的対策として、発生前において

も町は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延防止に関する情報や様々な調査研究

の結果などを町民のほか、医療機関、事業者等に情報提供する。 

こうした適切な情報提供を通し、発生した場合の新型インフルエンザ等対策に関

し周知を図り、納得してもらうことが、いざ発生した時に町民に正しく行動してもら

う上で必要である。特に児童、生徒等に対しては、学校は集団感染が発生するなど、

地域における感染拡大の起点となりやすいことから、教育委員会等と連携して、感染

症や公衆衛生について丁寧に情報提供していくことが必要である。 

 

ウ 発生時における町民等への情報提供及び共有 

(ア) 発生時の情報提供について 

新型インフルエンザ等の発生時には、発生段階に応じて町内外の発生状況、対策

の実施状況等について、対策の決定のプロセスや、対策の理由、対策の実施主体を

明確にしながら、患者等の人権にも配慮して迅速かつ分かりやすい情報提供を行

う。提供する情報の内容については、個人情報の保護と公益性に十分配慮して伝え

ることが重要である。 

町民については、情報を受け取る媒体や情報の受け取り方が千差万別であるこ

とが考えられるため、情報が届きにくい人にも配慮し、多様な媒体を用いて理解し

やすい内容で、できる限り迅速に情報提供を行う。 

媒体の活用に加え、町から直接町民に対する情報提供を行う手段として、ホーム

ページ等の活用を行う。 

また、個人レベルでの対策が全体の対策推進に大きく寄与することを伝えると

ともに、新型インフルエンザ等には誰もが感染する可能性があること（感染したこ

とについて、患者やその関係者には責任がないこと）から、発生前から認識の共有

を図り、偏見や風評被害等の発生防止に努めることも重要である。 
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(イ) 町民の情報収集の利便性向上 

町民から寄せられる問い合わせに対応するため、総合的な相談窓口等を設置する。 

 

(3) まん延防止に関する措置 

  ア まん延防止の目的 

新型インフルエンザ等のまん延防止対策は、流行のピークをできるだけ遅らせる

ことで体制の整備を図るための時間を確保するとともに、流行のピーク時の受診患

者数等を抑制し、入院患者数を最小限にとどめることにより、医療体制の破綻を回避

し、町民に必要な医療を適切に提供する体制を維持することを目的とする。 

まん延防止対策は、個人対策や地域対策、職場対策、予防接種などの複数の対策を

組み合わせて行うが、個人の行動を制限する面や対策そのものが社会・経済活動に

影響を与える面もあることを踏まえ、対策の効果と影響とを総合的に勘案し、新型

インフルエンザ等の病原性・感染力等に関する情報や発生状況の変化に応じて、実

施する対策の決定、実施している対策の縮小・中止を行う。 

 

イ 主なまん延防止策 

個人における対策については、県内における発生の初期の段階から新型インフル

エンザ等の患者に対する入院措置や患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防

止するための協力（健康観察、外出自粛の要請等）等の感染症法に基づく措置を行う

とともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基

本的な感染対策を実践するよう促す。 

また、新型インフルエンザ等緊急事態においては、県知事が必要に応じ、不要不急

の外出自粛要請を行う。 

地域対策・職場対策については、国内における発生の初期の段階から、個人におけ

る対策のほか、職場における感染対策の徹底等の季節性インフルエンザ対策として実

施されている感染対策をより強化して実施する。 

また、新型インフルエンザ等緊急事態においては、県知事が必要に応じ、施設の使

用制限の要請等を行うとされており、町及び事業所並びに学校各施設に対し迅速に周

知し、状況の理解と協力を求めていく。 

 

(4) 予防接種 

  ア ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の発病や重症化を防ぐことで、受診患者数を減少させ、

入院患者数や重症者数を抑え、医療体制が対応可能な範囲内に収めるように努めるこ

とは、新型インフルエンザ等による健康被害や社会・経済活動への影響を最小限にと

どめることにつながる。 
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新型インフルエンザ対策におけるワクチンについては、製造の元となるウイルス

株や製造時期が異なるプレパンデミックワクチンとパンデミックワクチンの２種類

がある。なお、新感染症については、発生した感染症によってワクチンを開発するこ

とが困難であることも想定されるため、本項目では新型インフルエンザに限って記

載する。 

国は、新型インフルエンザの発生時のプレパンデミックワクチンの有効な接種方

法等の検討に資するよう、最新の流行状況を踏まえ、製剤化済みワクチンの一部を用

いて有効性・安全性についての臨床研究を推進することから、町としては国や県の動

向を注視する。 

 

イ 特定接種 

特定接種とは、特措法第２８条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経

済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があ

ると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいう。 

特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等の基本的な考え方は、政府

行動計画に示されているが、危機管理においては状況に応じた柔軟な対応が必要とな

ることから、その際の社会状況等を総合的に政府対策本部において判断し、基本的対

処方針により、接種総枠、対象、接種順位、その他の関連事項を決定する。 

町は、政府対策本部の決定に従い、新型インフルエンザ等の発生時に、自らの職員

に速やかに特定接種を実施する。 

新型インフルエンザ等対策の実施に携わる職員については、原則として集団的接

種により実施することから、接種が円滑に行えるよう未発生期から接種体制の構築

を図る。 

 

ウ 住民接種 

特措法において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の一つとして住民に対する

予防接種の枠組みができたことから、緊急事態宣言が行われている場合については、

特措法第４６条に基づき、予防接種法第６条第１項の規定（臨時の予防接種）による

予防接種を行う。 

一方、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第６条第３項の

規定（新臨時接種）に基づく接種を行う。 

住民接種の接種順位等の基本的な考え方は、政府行動計画に示されているが、緊急

事態宣言がなされている事態においては柔軟な対応が必要となることから、発生し

た新型インフルエンザ等の病原性等の情報を踏まえて、政府対策本部が決定する。 

住民に対する接種については、本町が実施主体となり、原則として集団的接種によ

り接種を実施することとなるため、国及び県の協力を得ながら、接種が円滑に行え
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るよう接種体制の構築を図る。 

 

エ 留意点 

危機管理事態における「特定接種」と「住民接種」の二つの予防接種全体の実施の

あり方については、政府対策本部が、発生した新型インフルエンザ等の病原性などの

特性に係る基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴き、その際の医療提供・国民生活・

国民経済の状況に応じて総合的に判断し、決定する。 

 

(5) 医療体制 

新型インフルエンザ等が大規模にまん延した場合には、患者数の大幅な増大が予想

されるが、地域の医療資源（医療従事者、病床数等）には限界があることから、事前に

整備に協力し、効率的かつ効果的に医療を提供できる体制を事前に計画しておくこと

が重要である。 

 

ア 発生前における医療体制 

(ア) 保健所圏域等の圏域を単位とし、保健所を中心として、地域の関係者と密接に連

携を図りながら、本町の実情に応じた医療体制の整備を推進する。 

(イ) 帰国者・接触者外来を設置する予定の医療機関及び診療所等といった公共施設

等のリスト作成に協力する。 

  

イ 発生時における医療体制 

(ア) 医療の分野での対策を推進するにあたっては、対策の現場である医療機関との

迅速な情報共有が必須であり、医師会･病院等の関係機関のネットワークを活用す

ることが重要である。 

(イ) 既存の医療施設の対応能力を超えるような事態においては、県が臨時の医療施

設の設置や災害医療に準じた体制を確保するにあたり、連携を図る。 

 

(6) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

新型インフルエンザは、多くの町民が罹患し、各地域での流行が約８週間程度続くと

言われている。また、本人の罹患や家族の罹患等により、町民生活及び町民経済の大幅

な縮小と停滞を招くおそれがある。 

このため、新型インフルエンザ等発生時に、町民生活及び町民経済への影響を最小限

にできるよう、国、県、町、医療機関、指定（地方）公共機関及び登録事業者は、特措

法に基づき事前に十分準備を行い、一般の事業者においても事前の準備を行うことが

重要である。 
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第３章 各段階における対策 

 

新型インフルエンザ等の発生状況、感染拡大防止、治療等に関する情報提供、協議及び連

携のための連絡会等を随時に設置、運営するなど、地域が一体となって新型インフルエンザ

等対策を進める。 

 

１ 未発生期 

・新型インフルエンザ等が発生していない状態。 

・海外において、鳥類等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が散発的に発

生しているが、人から人への持続的な感染は見られていない状況。 

 

 (1) 実施体制 

   新型インフルエンザ等は、その病原性が高く感染力が強い場合、多数の国民の生命・

健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会経済活動の縮小・停滞を招く恐れがあり、

国家の危機管理の問題として取り組む必要がある。 

   このため、町は県及び他の市町村等と連携を図り、一体となった取り組みを行うこと

が求められる。新型インフルエンザ等が発生する前においては、平時における各機関と

の連携を通じ事前準備の進捗を確認し、市町村一体となった取り組みを行うことが求

められる。 

   また、町においては、行動計画の作成に際し、医療・公衆衛生の学識経験者の意見を

聴き、発生時には医学公衆衛生の学識経験者の意見を適宜適切に聴取することが求め

られる。 

 

ア 町行動計画等の作成 

町は特措法の規定に基づき、政府行動計画及び県行動計画等を踏まえ、発生前から、

新型インフルエンザ等の発生に備え町行動計画の策定を行い、必要に応じて見直し

ていく。 

イ 国・県との連携強化 

町は国、県及び他の市町村等と相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、

平素からの情報交換、情報体制の確認及び訓練等を実施し発生に備える。 

 

(2) 情報収集と提供 

ア 発生時の危機に対応する情報提供だけでなく予防的対策として、発生前において

も国及び県が発信する新型インフルエンザ等にかかる情報を収集し、町民に提供す

る。 

イ 県の要請により、新型インフルエンザ等の発生時には、情報提供体制および町民か
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らの相談に応じるための準備を進める。 

 

(3) まん延防止に関する措置 

新型インフルエンザ等のまん延防止対策は、流行のピークをできるだけ遅らせるこ

とで体制の整備を図るための時間を確保することにつながる。また、流行のピーク時の

受診患者数等を減少させ、入院患者数を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範囲内

に収めることにつなげる。 

対策としては、個人対策や地域対策、職場対策・予防接種などの複数の対策を組み合

わせて行う。 

 

ア 個人における対策の普及 

町は町民に対し、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避ける等

の基本的な感染対策の普及を図り、また、自らの発症が疑わしい場合は、県が設置す

る帰国者・接触者相談センターに連絡し、指示を仰ぎ、感染を広げないように不要な

外出を控えること、マスクの着用等の咳エチケットを行うといった基本的な感染対策

について理解促進を図る。 

 

イ 地域対策および職場対策の周知 

    新型インフルエンザ等の発生時に実施する、個人における対策のほか、職場におけ

る感染症予防対策（季節性インフルエンザと同様）について周知をはかる準備を行う。 

    また、県に協力して、新型インフルエンザ等緊急事態における施設の使用制限の 

   要請等の対策について周知を図るための準備を行う。 

 

  ウ 防疫措置、疫学調査等についての連携強化 

町は、国が実施する検疫の強化の際に必要となる防疫措置、入国者に対する疫学調

査等について、県等関係機関との連携を強化する。 

 

(4) 予防接種 

ア 基準に該当する登録事業者の登録 

   (ア) 国の作成する登録事業者の登録実施要領により、登録事業者の登録に協力する。 

 

  イ 特定接種 

   (ア) 特定接種の対象となる職員をあらかじめ決定し、集団接種の体制を整備する。 

 

  ウ 住民接種 

(ア) 国及び県の協力を得ながら、特措法第 46条又は予防接種法第６条３項に基づき、
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町内に居住する者に対し、速やかにワクチンを接種することができるための体制

の構築を図る。 

(イ) 円滑な接種の実施のために、国及び県の技術的支援を受けて、あらかじめ市町村

間で広域的な協定を締結するなど本町以外の市町村における接種を可能にするよ

う努める。 

(ウ) 速やかに接種することができるよう、医師会、事業者、学校関係者等と協力し、

接種に携わる医療従事者等の体制や、接種場所、接種時期の周知・予約等の接種の

具体的な実施方法について準備を進める。 

 

(5) 医療体制 

町は県からの要請を受け、発生に備えた地域医療体制の整備に協力する。 

 

ア 保健所の所管区域を単位とし、保健所を中心とした対策会議などを通じて、医療関

係団体等地域の関係者と密接に連携を図りながら、地域の実情に応じた医療や患者の

搬送体制を整備することに協力する。 

 

  イ 県が、発生時において、帰国者・接触者外来の開設や入院患者を受け入れる医療機

関を確保するため、医療体制を整備することに協力する。 

 

 (6) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

町は、新型インフルエンザ等発生時に、町民生活及び町民の経済活動への影響を最小

限にできるよう、特措法に基づき事前に十分な準備を行う。  

 

ア 要援護者への生活支援 

町は、県内感染期における高齢者、障害者等の要援護者への生活支援（見回り、介

護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等について、国からの要請に対応

し、県と連携し要援護者の把握とともにその具体的手続きを決めておく。 

 

イ 火葬能力等の把握 

町は、県が火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等について把握・

検討する際に連携するとともに、県が火葬を円滑に行うための体制整備を行う際に

連携する。 

 

ウ 物資及び資材の備蓄等 

町は、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他物資及び資材の備

蓄等をし、又は施設及び設備の整備を行う。 
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２ 海外発生期 

 ・海外で新型インフルエンザ等が発生した状態。 

・国内では新型インフルエンザ等の患者は発生していない状態。 

・海外においては、発生国・地域が限定的な場合、流行が複数の国・地域に拡大している

場合等、様々な状況。 

 

(1) 実施体制 

ア 町は、海外において新型インフルエンザ等が発生した疑いがある場合には必要に

応じて、湯浅町新型インフルエンザ関係課連絡会議を開催して、情報の集約・共有・

分析を行う。 

 

  イ 町は、国が決定する基本的対処方針及び県が決定する対処方針に基づき、町内にお

ける対処方針を決定する。 

 

(2) 情報収集と提供 

ア コールセンター等の体制 

町は、国からの要請に基づき他の公衆衛生業務に支障を来たさないように、住民か

らの、新型インフルエンザ等に関する相談窓口を設け、適切な情報提供を行う。疾患

に関する相談のみならず、生活相談等広範な内容についても対応できる体制について

検討する。 

 

イ 情報提供方法 

(ア) 町は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、国、県が発信する情報を入手し、

町民への情報提供に努める。 

また、情報入手が困難なことが予想される外国人や障害者等に対しても、受取手

に応じた情報提供手段を講じる。 

(イ) 町民や関係機関等に対して海外での発生状況、現在の対策、県内で発生した場合

に必要となる対策等を、町のホームページ等を活用して、詳細にわかりやすくでき

るだけリアルタイムで情報提供し、注意喚起を行う。 

 

(3) まん延防止に関する措置 

町は、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的

な感染対策を実践するよう促す。 

 

(4) 予防接種 

ア 特定接種の実施 
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町は、国と連携し、職員に対し集団的な接種を行うことを基本に、本人の同意をて

特定接種を行う。 

 

イ 住民接種 

(ア) 町は国と連携して、特措法第 46 条に基づく住民に対する予防接種又は予防接種

法第 6 条 3 項に基づく新臨時接種の接種体制の準備を行う。 

(イ) 町は、国の要請により、全町民が速やかに接種できるよう、集団的な接種を行う

ことを基本として、事前に具体的な接種体制の構築の準備を進める。 

  

(5) 医療体制 

ア 帰国者・接触者相談センター等の周知 

    県が帰国者・接触者相談センターを開設し、新型インフルエンザ等の発生国からの

帰国者や患者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有するものからの電

話相談を受けていることを町民に周知する。 

 

(6) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

ア 要援護者対策 

新型インフルエンザ等の発生後、町は、新型インフルエンザ等の発生が確認され

たことを要援護者や協力者に連絡する。 

 

イ 遺体の火葬・安置 

    町は、県の協力を得て、新型インフルエンザ等が全国的に流行し、火葬場の火葬

能力が限界を超える事態が起こった場合に備え、流行が予想される季節等も勘案し

ながら、臨時遺体安置所を確保できるよう準備をする。併せて、遺体の保存作業に

必要となる人員等の確保についても準備を進める。 
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３ 県内未発生期（国内発生早期） 

 ・国内のいずれかで新型インフルエンザ等が発生しているが、県内で発生していない状態。 

  

(1) 実施体制 

 

  ア 町対策本部の設置 

町は、緊急事態宣言がなされた場合、速やかに町対策本部を設置する。なお、緊急

事態宣言がなされていない場合であっても、町は必要に応じて特措法に基づかない任

意の町対策本部を設置する。 

また、町は、国の基本的対処方針及び県の対処方針が変更された場合は、必要に応

じ、町対策本部会議を開催し、町内における対処方針を変更する。 

 

  イ 緊急事態宣言 

   (ア) 緊急事態宣言の期間・区域 

     緊急事態宣言においては、緊急事態措置を実施すべき期間、区域を公示する事と

なる。期間については、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴

いて決定する。 

     また、区域については、広域的な行政単位である都道府県の区域をもとに、発生

区域の存在する都道府県及び隣接県を指定する。ただし、人の流れ等を踏まえ柔軟

な区域設定にも留意する。全国的な人の交流起点となっている区域で発生してい

る場合には、流行状況等も勘案し、早い段階で日本全域を指定することも考慮する。 

 

(イ) 緊急事態宣言がされた場合の措置 

町対策本部は、緊急事態宣言がされた場合、町民及び関係機関へ周知する。 

 

(2) 情報収集と提供 

ア 情報提供 

町は、町民から寄せられる問い合わせ、関係機関等から寄せられる情報も踏まえて、

町民や関係機関がどの情報を必要としているかを把握し、必要に応じ、町民や事業者

に情報提供を行うとともに次の情報提供に反映する。 

 

イ 相談窓口等の体制充実・強化 

町は、国からの要請に従い、国が示す Q&A の改訂版等を受けて対応し、相談窓口

等による適切な情報提供ができるよう、体制の充実・強化を行う。 
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(3) まん延防止に関する措置 

町は、町民に対し、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けるこ

と等の基本的な感染対策を実践するよう促す。 

 

(4) 予防接種 

ア 住民接種の実施 

(ア) パンデミックワクチンが全国民分製造されるまで一定の期間を要するが、町は供

給が可能になり次第、関係者の協力を得て、予防接種法第６条第３項に規定する接

種を開始するとともに、その接種に関する情報提供を開始する。 

(イ) 町民が速やかに接種できるよう、事前に接種体制等について、行動計画やマニ

ュアル等を定め、具体的な準備を進める。基本としては、集団的な接種とされてお

り、関係機関の連携や協力体制のもとに実施する。 

(ウ) 町は、接種の実施に当たり、国、県と連携して、地域福祉センター・学校等公的

な施設を活用するか、医療機関に委託すること等により接種会場を確保し、原則と

して、町の区域内に居住する者を対象に集団的接種を行う。 

(エ) 町は、緊急事態宣言がされている場合に住民に対する予防接種については、基本

的対処方針の変更を踏まえ、特措法第４６条の規定に基づき、予防接種法第６条第

１項に規定する臨時の予防接種を実施する。 

 

イ 住民接種の広報・相談 

(ア) 町は、実施主体として町民からの基本的な相談に応じる。 

(イ) 病原性の高くない新型インフルエンザ等に対して行う予防接種法第６条第３項

の規定に基づく新臨時接種については、個人の意思に基づく接種であり、町として

はワクチン接種のための機会を確保するとともに、接種を勧奨し、必要な情報を積

極的に提供する。 

(ウ) 住民接種の有効性・安全性に係る調査 

予防接種の実施主体である町は、あらかじめ予防接種後副反応報告書及び報告

基準を管内の医療機関に配布する。 

 

(5) 医療体制 

ア 帰国者・接触者外来等の継続・拡充 

町は県内での患者発生状況に応じて、県が国からの感染症指定医療機関以外での

一般病院での診療体制に移行する要請を受け、それに協力する。 

 

イ 患者への対応 

町は、県が新型インフルエンザ等と診断された者について、感染症法に基づき、感
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染症指定医療機関等に移送し、入院措置を行うことについて、町民等への周知を行う。 

(6) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

ア 要援護者対策 

(ア) 町は、計画に基づき要援護者対策を実施する。 

(イ) 町は、食料品・生活必需品等の供給状況に応じ、新型インフルエンザ等の発生

前に立てた計画に基づき、住民に対する食料品・生活必需品等の確保、配分・配

布等を行う。 

 

イ 遺体の火葬・安置 

(ア) 町は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が実施

できるよう努める。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準

備している場所を活用した遺体の保存を適切に行う。 

(イ) 町は、県と連携して、確保した手段、不織布製マスク、非透過性納体袋等を域

内における新型インフルエンザ等の発生状況を踏まえ、遺体の搬送作業及び火葬

作業に従事する者の手に渡るよう調整する。 

 

＊緊急事態宣言がされている場合の措置＊ 

 

ウ 生活関連物資等の価格の安定等 

県とともに、町民に対し、食料品、生活必需品等の購入に当たり、消費者として

適切な行動を呼びかけるとともに、事業者に対しても、食料品、生活関連物資等の

価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう要請する。 

 

エ 水の安定供給 

町は、消毒その他の衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を

安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講じる。 
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４ 県内発生早期（国内感染期） 

 ・県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査

で追うことができる状態。 

 

(1) 実施体制 

町は、緊急事態宣言がなされた場合、速やかに町対策本部を設置する。 

 

(2) 情報収集と提供 

町は、国からの要請に従い、国から配布される Q&A の改訂版等を受けて対応し、適

切な情報提供の実施ができるよう体制の充実・強化を行う。 

また、関係機関と連携し、学校・保育施設等や職場での感染対策についての情報を確

実に周知する。 

  

(3) まん延防止に関する措置 

ア 町は、県とともに、町民、福祉施設、事業者等に対して、マスク着用・咳エチケッ

ト・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策を実践するよう促

す。 

また、事業所に対し、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理、受診の勧

奨を要請する。 

 

  イ ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設等における 

感染対策の目安を示すとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業（学級閉鎖・学

年閉鎖・休校）を適切に行うよう学校の設置者に要請する。 

 

(4) 予防接種 

ア 町は、町民に対する接種の実施に当たり、国、県と連携して、地域福祉センター・

学校等公的な施設を活用するか、医療機関に委託すること等により接種会場を確保し、

原則として、町の区域内に居住する者を対象に集団的接種を行う。 

 

＊緊急事態宣言がなされている場合＊ 

 

イ 町は、基本的対処方針を踏まえ、特措法４６条の規定に基づき、予防接種法第６条

第１項に規定する臨時の予防接種を実施する。 

 

(5) 医療体制 

ア 町は、県が、県内での患者発生が増加し、感染拡大防止対策の効果が低いと判断し、
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帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一般の医療機関でも診療する体制へ

と変更した場合は、町内医療機関、町民等への周知等を行う。 

 

イ 町は、地域における新型インフルエンザ等患者の診療体制を地域医師会と連携し

ながら調整して確保するとともに、診療時間をとりまとめるなどして住民への周知

を図る。 

 

(6) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

ア 事業者の対応 

    県と共に、町内の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに職場におけ

る感染予防対策を開始するよう要請する。 

 

  イ 町民・事業者への呼びかけ 

    県とともに、町民に対し、食料品、生活必需品等の購入に当たっての消費者として

の適切な行動を呼びかけるとともに、事業者に対しては、食料品、生活関連物資等の

価格が高騰しないよう、また、買占め及び売り惜しみ生じないよう要請する。 

 

＊ 緊急事態宣言がされている場合の措置 

 

ウ 要援護者対策 

町は、国から在宅の高齢者、障害者等の要支援者への生活支援（見回り、介護、

訪問診療、食事の提供等）搬送、死亡時の対応等を行う旨の要請を受け、対応す

る。 

 

エ 遺体の火葬・安置 

町は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が実施で

きるよう勤める。 

また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準備している場所を活

用した遺体の保存を適切に行う。 

 

オ 生活関連物資等の価格の安定等 

町は、町民生活及び町民の経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等

の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよ

う、また、買い占め及び売り惜しみが生じないよう、調査・監視をする。 

 

カ 水の安定供給 
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水道事業者である町は、この行動計画で定めるところにより、消毒その他の衛生

上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を安定的かつ適切に供給す

るために必要な措置を講じる。 
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５ 県内感染期（国内感染期） 

 ・県内の新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追うことができなくなった

状態。 

・感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。 

・地域によって状況が異なる可能性がある。 

 

(1) 実施体制 

町は、緊急事態宣言がなされた場合、直ちに特措法第３４条による町対策本部を設置

する。 

   また、新型インフルエンザ等のまん延により緊急事態措置を行うことができなくな

った場合においては、特措法の規定に基づく他の地方公共団体による代行、応援等の措

置の活用を行う。 

 

(2) 情報収集と提供 

町は、引き続き町民から寄せられる問い合わせ、県や関係機関等から寄せられる情報

の内容も踏まえて、町民や関係機関がどのような情報を必要としているかを把握し、必

要に応じ、地域における町民の不安等に応じるための情報提供を行う。 

 

(3) まん延防止に関する措置 

ア 町は、町民、事業者等に対して、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人

混みを避けること等の基本的な感染対策等を強く勧奨する。また、事業所に対し、当

該感染症の症状が認められた従業員の健康管理、受診の勧奨を強く要請する。 

 

イ 町は、ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設等にお

ける感染対策の実施に資する目安を示すとともに、学校保健安全法に基づく臨時休校

(学級閉鎖・学校閉鎖・休校）を適切に行うよう学校に要請する。 

  

(4) 予防接種 

国からのワクチン供給を受け、予防接種法第６条３項に基づく新臨時接種を進める。 

 

＊ 緊急事態宣言がされている場合の措置＊ 

町は、基本的対処方針を踏まえ、特措法第４６条の規定に基づき、予防接種法第６

条第１項に規定する臨時の予防接種を実施する。 

 

(5) 医療体制 

  ア 町は、国、県と連携し、帰国者・接触者外来の中止及び入院措置の中止に伴い、原
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則として全ての医療機関において、新型インフルエンザ等疾患者の診療を行うことを、

町内の医療機関、町民等に周知する。 

 

イ 入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者に対しては、在宅での療養を要請

するよう、町内医療機関、町民等に周知する。 

 

＊緊急事態宣言がされている場合 

  町内の医療機関が不足している場合は、県が実施する臨時の医療施設の設置及び医療

の提供に協力する。 

 

(6) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

ア 事業所の対応 

    県とともに、町内事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに職場におけ

る感染予防対策を講じるよう要請する。 

 

イ 町民・事業者への呼びかけ 

    県とともに、町民に対し、食料品、生活必需品等の購入に当たり、消費者として適

切な行動を呼びかけるとともに、事業者に対しても、食料品、生活関連物資等の価格

が高騰しないよう、また、買占め及び売り惜しみが生じないよう要請する。 

 

  ウ 要援護者対策 

    町は、国から在宅の高齢者、障害者等の要援護者への生活支援（見回り、介護、訪

門診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対等を行う旨の要請を受け対応する。 

    

  エ 遺体の火葬・安置 

   (ア) 町は、国から都道府県と通じ行われる火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼

動させる旨の要請を受け対応する。 

 

   (イ) 死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時

的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。 

 

＊緊急事態宣言がされている場合＊ 

 

オ 水の安定供給 
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水道事業者である町は、この行動計画で定めるところにより、消毒その他の衛生

上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を安定的かつ適切に供給す

るために必要な措置を講じる。 

 

カ 生活関連物資等の価格の安定等 

町は、町民生活及び町民の経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等

の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよ

う、また、買い占め及び売り惜しみが生じないよう、調査・監視をする。 
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６ 小康期 

 ・新型インフルエンザ等の患者が減少し、低い水準でとどまっている状態。 

・大流行はいったん終息している状態。 

 

(1) 実施体制 

町は、緊急事態解除宣言がなされたときは、速やかに町対策本部を廃止する。 

 

(2) 情報収集と提供 

町は、状況を見ながら相談窓口等の体制を縮小する。 

 

(3) 予防・まん延防止措置 

町は、流行の第二波に備え、予防接種法第６条３項に基づく接種を進める。 

 

  ＊緊急事態宣言がされている場合＊ 

   町は、上記の対策に加え、国及び県と連携し、必要に応じ、特措法第４６条に基づく

町民に対する予防接種を進める。 

 

(4) 医療体制 

町は、県が行う新型インフルエンザ等発生前の通常の医療体制への移行に、必要に応

じて協力する。 

 

(5) 町民の生活及び町民経済の安定確保 

ア 要援護者対策 

町は、新型インフルエンザ等に罹患し在宅で療養する場合に支援が必要な患者に

ついて、患者や医療機関等から要請があった場合には、引き続き国及び県と連携

し、必要な支援を行う。 

 

＊緊急事態宣言がされている場合の措置＊ 

 

イ 新型インフルエンザ等緊急事態措置の縮小・中止等 

町は、国、県、指定（地方）公共機関と連携し、国内の状況等を踏まえ、対策の

合理性が認められなくなった場合には、新型インフルエンザ等緊急事態措置を縮

小・中止する。 
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【 用 語 解 説 】 
 

※アイウエオ順 

 

○インフルエンザウイルス 

 インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類される。人

でパンデミックを引き起こすのは A 型のみである。A 型はさらに、ウイルスの表面にある

赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という２つの糖蛋白の抗原性の違いにより

亜型に分類される。 

 

○帰国者・接触者外来 

 新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や新型インフルエンザ等患者との濃厚接触

者で、発熱・呼吸器症状等を有する者を対象とした外来。 

 

○帰国者・接触者相談センター 

 発生国から帰国した者や新型インフルエンザ等患者への濃厚接触者で、発熱・呼吸器症状

等を有する者からの電話相談により、帰国者・接触者外来を紹介するための相談センター。 

 

○抗インフルエンザウイルス薬 

 インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの症

状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つで、ウイ

ルスの増殖を抑える効果がある。 

 

○死亡率（Mortality Rate） 

 ここでは、１０万人あたりの流行期間中に新型インフルエンザに罹患して死亡した者の

数。 

 

○新型インフルエンザ 

 感染症法第６条第７項において、新たに人から人に感染する能力を有することとなった

インフルエンザウイルスを病原体とする人の感染症のインフルエンザであって、一般に国

民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的且つ急速な

まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるものをい

う。毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほ

とんどの人がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効

率よく感染し、急速且つ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行（パンデミック）とな

る恐れがある。 
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○新型インフルエンザ（A／H1N1）／インフルエンザ（H1N1）２００９ 

 ２００９年（平成２１年）４月にメキシコで確認され世界的大流行となった H1N1 亜型

のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエンザ（A／H1N1）」と

の名称が用いられたが、２０１１年（平成２３年）３月に、大部分の人がそのウイルスに対

する免疫を獲得したことから、季節性インフルエンザとして扱い、その名称については「イ

ンフルエンザ（H1N1）２００９」としている。 

 

○新感染症 

 新感染症とは、感染症法第６条第９項において、人から人に伝染すると認められる疾病で

あって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療結果が明らかに異なるもので、

当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり且つ当該疾病のまん延により国民の生

命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるものをいう。（感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第９項） 

 

○積極的疫学調査 

 患者、その家族及びその患者や家族を診察した医療関係者等に対し、質問又は必要な調査

を実施し、情報を収集、分析することで、感染症の発生状況及び動向並びにその原因を明ら

かにすること。感染症法第１５条に基づく調査をいう。 

 

○濃厚接触者 

 症例（患者（確定例）、擬似症患者）が発病したと推定される日の１日前から接触した者

のうち、次の範囲に該当する者。 

ア、世帯内接触者症例（患者（確定例）、擬似症患者）と同一住所に居住する者。 

イ、医療関係者等個人防護具（PPE）を装着しなかった又は正しく着用しないなど必要な感

染防止策なしで、症例（患者（確定例）、擬似症患者）の診察、処置、運搬等に直接係

わった医療関係者や搬送担当者。 

ウ、汚染物質への接触者症例（患者（確定例）、擬似症患者）由来の血液、体液、分泌物（痰

など（汗を除く。））などに必要な感染予防策なしで接触した者等。 

エ、その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離で必要な感染予防策な

しで症例（患者（確定例）、擬似症患者）と接触があった者。 

 

○パンデミック 

 感染症の世界的大流行。特に新型インフルエンザのパンデミックは、ほとんどの人が新型

インフルエンザウイルスに対する免疫を持っていないため、ウイルスが人から人へ効率よ

く感染し、世界中で大きな流行を起こすことを指す。 
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○パンデミックワクチン 

 新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス又はこれ

と同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

 

○病原性 

 新型インフルエンザ対策においては、人がウイルスに感染した場合の症状の重篤度とし

て用いることが多い。なお、学術的には、病原体が宿主（人など）に感染して病気を起こさ

せる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の抑制能などを総合した表現。 

 

○プレパンデミックワクチン 

 新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する可

能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン（現在、日本では H5N1

亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造）。 


